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第５回生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会会議録 

 

日 時  平成１３年５月２１日（月）午前１０時００分～午前１１時２５分 

場 所  生駒市役所 ４０１・４０２会議室 

出席者 

委 員 下村敏博、風間規男、奥田春、窪田博、津村貴一、丸山善弘、前場

トモ子、松川春彦、森董、森田美智子 

事務局 総務部長・窪田勝博、文書課長・司芳正、情報公開室長・川崎寿彦、

同室情報公開係長・石畑欽一、同室情報公開係主査・真銅美雪 

配付資料 

１ レジュメ 

２ 平成１２年度生駒市の情報公開・個人情報保護制度 －運用状況報告書－ 

３ 平成１３年度情報公開及び個人情報保護制度に係る開示請求等状況一覧 

４ 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会答申「査答申情第６号」 

５ 「情報公開法」及び「奈良県情報公開条例」 

６ 住民基本台帳法（抜粋） 

議  題 

１ 平成１２年度情報公開及び個人情報保護制度運用状況について 

２ その他 

審議内容 

１ 平成１２年度情報公開及び個人情報保護制度運用状況について 

事務局から平成１２年度の情報公開及び個人情報保護制度の運用状況の説

明があり、各委員から質問や意見が出された。 

（１）情報公開制度関係 

〔質疑〕 
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Ｑ．自治会の情報についての開示請求があるが、各自治会の決算書は公

文書となるのか。 

Ａ．市から支出した補助金の精算報告をしていただく際に、各自治会の

決算書が添付されており、実施機関が取得した文書として公文書に当

たる。 

Ｑ．自治会の情報の開示について、当該自治会の意見は聴いたか。 

Ａ．個別には伺っていないと思うが、市が情報公開条例を施行すること

になった際（平成１０年度）に、市に提出された情報は原則公開であ

ることを説明している。 

Ｑ．写しの交付や複写サービスの費用はどうなっているか。 

Ａ．いずれも白黒１枚当たり１０円の実費を徴収している。したがって、

平成１２年度の公文書の写しの交付については４，４６０円の収入が、

また、市政情報コーナーの複写サービスについては８３，３５０円の

収入があった。 

Ｑ．費用についてはどういう規程で定めているのか。 

Ａ．要綱で定めている。 

〔意見〕 

○ 自治会の決算書の開示について、氏名等を除き明細が全て開示され

てしまうと、自治会ごとの独自性や特色が公開されてしまい問題があ

る場合もあるのではないか。また、市からの補助金以外の費用（自治

会費等）もあるはずだが、その部分はどうか。 

○ 分離をするというような処理は難しいかもしれないが、自治会独自

の収入などは、開示すべきではないのではないか。 

○ 各自治会の中では総会等で住民に公表しているのであるから、不開

示とするのはやはり難しいのではないか。 
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○ 自治会の決算書を、なぜ市が持っていなければいけないか、という

観点で考えると、市が補助金の使い道を審査するために必要であり、

そのために取得したとすれば、一般に公表されている内容を不開示と

はできないのではなか。 

（２）個人情報保護制度関係 

〔質疑〕 

Ｑ．新学級が始まる際に、調査票ということで児童、生徒の個人情報を

収集されているが、その届出はされているか。 

Ａ．個人情報取扱事務の届出は、事務を処理する都度届け出るのではな

く、どういった事務があるのかを最初に届け出て、以後は、届出内容

の変更や廃止、新たな事務の発生のときに、随時届け出ることになる。

ご質問の事務は、個人情報保護制度が始まった際に、教育委員会から

届出のあった「就学関係事務」という名称の事務の中に含まれている

と思われる。 

Ｑ．調査票は、家族等に関することと保険等に関することで別になって

いるがそれぞれ届出があるのか。 

Ａ．届出事務の単位であるが、帳票ごとの届出ではなく、事務の目的ご

とに始めから終わりまでを１件として届け出ることになり、その中で

主な公文書名も記載することになっている。したがって、その帳票の

名称までの届出はないかもしれないが、取り扱う個人情報の内容は届

出がある。 

Ｑ．届出の中で「その他」という項目があったが、その内容は分からな

いのか。 

Ａ．「その他」として、その内容を具体的に記載しており、分からない

ことはない。 
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（３）附属機関関係 

〔質疑〕 

Ｑ．審査会が多く開催されているが、１回当たりどれぐらいの時間がか

かっているのか。 

Ａ．だいたい２時間程度ご審議をしていただいている。 

２ その他 

（１）住民基本台帳のネットワークシステムの構築に伴い、生駒市が管理す

る電子計算機と他の自治体が管理する電子計算機とを結合しようとする

場合、運営審議会の意見を聴く必要があること、そのため、近く実施機

関（市長、所管課：市民課）から諮問予定であることについて、事務局

から説明があった。 

（２）次回（第６回）の会議日程を調整し、次のように決定した。 

日 時  平成１３年７月４日（水）午前１０時から２時間程度の予定 

場 所  生駒市役所 ４階４０３・４０４会議室 

議 題（予定）  住民基本台帳のネットワーク化に伴う電子計算機の

結合について 


